
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
■「避難」とは、「難」を「避」けること 
 

「自らの命は自らが守る」意識を持って、少しでも命が助かる可能性が高い行動をとること

が大切です。災害時には、危険な場所にいる人は「避難」することが大原則ですが、安全な

場所にいる人まで指定された避難所に行く必要はなく、自宅にとどまること（屋内安全確

保）や安全な親戚・知人宅に避難するということ（立退き避難・分散避難）についても、あら

かじめ考えておきましょう。 まずは、「避難行動判定フロー」で確認してみてください！ 

「枚方市防災ガイド」（2021年 4月に全戸配布）は、 
枚方市ホームページにも掲載されています。 
 

奥野みか市政報告

（VOL.4）［2020年

7月号］ 添付の参考

資料を時点修正して

います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

［出典］ 内閣府防災情報、枚方市ホームページ 

奥野みか市政報告（VOL.8） 

［2021年夏号］ 参考資料 

2021（令和 3）年 5 月 20 日施行の改正災害対

策基本法では、避難のタイミングを明確にするため、

「避難指示」、「高齢者等避難」等、避難情報の名称が

変更されました。 


